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循環型社会形成推進のための法体系

循環型社会形成推進基本法循環型社会形成推進基本法

廃棄物処理法廃棄物処理法 資源有効利用促進法資源有効利用促進法

環境基本法環境基本法 環境基本計画

基本的枠組み
社会の物質循環の確保
天然資源の消費の抑制
環境負荷の低減

一般的枠組み グリーン購入法グリーン購入法
リサイクルの推進廃棄物の適正処理 グリーン調達の推進

個別物品の特性
に応じた規制

容器包装リサイクル法容器包装リサイクル法

家電リサイクル法家電リサイクル法

建設リサイクル法建設リサイクル法

食品リサイクル法食品リサイクル法

自動車リサイクル法自動車リサイクル法

容器包装の市町村による分別収集／製造・利用業者による再商品化

廃家電の小売店による引取／製造業者等による再商品化

対象建設工事の受注者による
建築物等の分別解体等／特定建設資材の再資源化等

食品の製造・加工・販売業者による再生利用等

自動車製造業者等によるエアバッグ・シュレッダー
ダストの再資源化、フロン類の破壊

H12以前の制定法

H12改正法

H12新規制定法
H14新規制定法

建設リサイクル法建設リサイクル法建設リサイクル法建設リサイクル法

はじめに
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分
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続
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工

都道府県
知事

都道府県
知事

①書面による説明

②契約

③事前届出

④変更命令 ⑤契約

⑤告知

発注者発注者 元請業者元請業者

下請業者下請業者
届出事項に関す
る書面の作成

分別解体等の計画
（届出書）の作成届出の受理・確認

受 注 者受 注 者

行 政行 政 発 注 者発 注 者 受 注 者受 注 者

分別解体等
の実施

・分別解体等に係る施工方法に関する基準
・技術管理者の設置
・現場における標識の掲示 等

受 注 者受 注 者

再資源化等
の実施

・特定建設資材廃棄物は再資源化を義務付け
・指定建設資材廃棄物（木材）は一定の基準を

満たす場合のみ縮減（単純焼却等）を許容

都道府県
知事

都道府県
知事

助言・勧告・命令等

都道府県
知事

都道府県
知事

助言・勧告・命令等

元請業者元請業者

再資源化等の
完了確認

発注者発注者

⑥書面による
完了報告

都道府県
知事

都道府県
知事

⑦再資源化が適正に
行われなかっ
た場合の申告

国の基本方針

都道府県の実施指針

解体工事業者
の登録制度
（建設業許可業
者は登録不要）

建設リサイクル法の仕組み

処

理

完
了
報
告

＜対象建設工事＞
特定建設資材を用いた建築物等に係る以下の工事
(1)建築物解体工事：床面積合計80m2以上
(2)建築物新築・増築工事：床面積合計500m2以上
(3)建築物修繕・模様替等：請負代金１億円以上
(4)その他の工作物工事：請負代金500万円以上

＜特定建設資材＞
(1)コンクリート
(2)コンクリート及び鉄から成る建設資材
(3)木材
(4)アスファルト・コンクリート

助言・勧告・命令等
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建設リサイクル制度における主な課題（1/2）

生 産
（製造・流通等）

生 産
（製造・流通等）

消費・使用消費・使用

天然資源投入天然資源投入

処 理処 理
分別解体等

再資源化

縮減

（マテリアル／サーマル）
・特定建設資材廃棄物
・それ以外

再生資材の利用

最終処分最終処分

発生抑制

再使用

適正処理

（建設リサイクル法の範囲）

1.天然資源の消費抑制

3.処分量減少による

環境負荷の低減

2.循環利用の促進

a)建設廃棄物の
再資源化の促進

b)建設廃棄物の適正処理の徹底
と不法投棄・不適正処理の防止

建設分野における
アクション

循環型社会の概念

e)建設廃棄物の発生抑制の強化

f)建設資材等の
再使用の促進

g)再生資材の利用促進

c)関係者の連携強化

d)理解と参画の推進

横断的取組

■建設分野における循環型社会形成に向けたアクション

製造業者

ユーザー

収集・運搬業者

中間処理業者

最終処分
業者

廃 棄廃 棄
発注者

排出事業者

モノの流れ

お金の流れ

情報の流れ
（マニフェスト：処理時）

情報の流れ
（マニフェスト：処理後）

情報の流れ
（その他）

第１章 １
第１章 ２（１）～（２）
第１章 ３（１）～（３）
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生産
（製造・流通等）

生産
（製造・流通等）

消費・使用消費・使用

廃棄廃棄

天然資源投入天然資源投入

処理処理

分別解体等

再資源化

縮減

（マテリアル／サーマル）
・特定建設資材廃棄物 ・それ以外

最終処分最終処分

建設分野に
おけるアクション

建設分野における
主な課題

適正処理

（建設リサイクル法の範囲）

b1)依然として不法投棄・不適正処理が多いこと

a5)再資源化状況の把握が
必ずしも十分とはいえないこと

a1)応分の費用負担に対する
発注者等の意識が高くないこと

a2)分別解体等の取組が十分でないケースがあること

a6)木材の縮減が多く、再資源化率が低いこと

a7)廃石膏ボード等の再資源化の取組の遅れ

b2)廃棄物処理状況の把握が必ずしも十分とはいえないこと

a3)分別解体の施工方法が不明確なケースがあること

a4)特定建設資材の再資源化に支障を来す有害物質の存在

d)建設リサイクルに
ついての国民の理
解・意識が高くない
こと

循環型社会の概念

1.天然資源の消費抑制

3.処分量減少による

環境負荷の低減

2.循環利用の促進

横断的取組
c)関係者間の意思
疎通や情報交換が
必ずしも十分でない
こと

建設リサイクル制度における主な課題（2/2）

■建設分野における循環型社会形成に向けた主な課題

再生資材の利用

発生抑制

再使用

e)発生抑制に関する情報共有や
実態把握・評価が十分でないこと

f)建設資材等の再使用の総合的な
取組が進んでいないこと

g)再生資材利用の取組が
必ずしも十分とはいえないこと

第１章 １
第１章 ２（１）～（２）
第１章 ３（１）～（３）
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「低炭素社会」や「自然共生社会」に向けた取組とも統
合した、「持続可能な社会」の実現

よい良いものが多く蓄積され、それを活かした豊かさが
生まれる「ストック型社会」の形成

地域の特性に応じた循環型社会（地域循環圏）、「もったい
ない」の考えに即したライフスタイル、関係主体の連携協働、
ものづくりなど経済活動における３Ｒの浸透 など

関係主体の取組により、最終処分量の減少など循環型
社会の形成の推進に一定の成果

世界的な資源制約、地球温暖化等の環境問題への対応
の必要性

３Ｒの徹底など国内外において循環型社会の形成をよ
り一層進めていくことが課題。

（ア）１人１日当たりのごみ排出量
（イ）１人１日当たりの生活系ごみ排出量
（ウ）事業系ごみ排出量

現状と課題

循環型社会の中長期的なイメージ

・マイ箸、マイバッグの利用な
どのライフスタイルの変革

・関係主体のパートナーシップを
図るとともに、国全体の取組を総
合的に実施

・不法投棄の防止や３Ｒの徹底
・廃棄物処理の高度化、産業間連携

・連携・協働のつなぎ手
・知見の充実や信頼情報の提供

循環型社会の形成に向け、すべての主体が相互に連携

・関係主体のパートナーシップを図るとともに、国全体の取組を総
合的に実施

各主体の取組

指標及び数値目標

○ＮＧＯ/ＮＰＯ、大学等

○国民

○地方公共団体

○事業者

○国

○連 携・協 働

(1) 数値目標
① 「入口」：資源生産性 → 約42万円/トン

（平成12年度から約６割向上）
② 「循環」：循環利用率 → 約14～15％

（平成12年度から約４～５割向上）
③ 「出口」：最終処分量 → 約23百万トン

（平成12年度から約６割減少）

(2) 「低炭素社会への取組との連携に関する指標」等を
補助指標として設定

(3) 地球規模の環境問題の認識を広める指標である
「隠れたフロー・ＴＭＲ」などを、推移をモニターする指標として設定

(1) 数値目標
① 一般廃棄物の減量化
② 産業廃棄物の最終処分量

→ 約６０％減（平成12年度比）
③ 国民の３Ｒに関する意識・行動

→ 意識：約９０％ ／ 行動：約５０％
④ 循環型社会ビジネスの推進

→ 循環型社会ビジネス市場規模 約２倍（平成12年度比）等

(2) 「レジ袋辞退率」や「 ３Ｒ取組上位市町村」など、各主体の取組の
推移をモニターする指標を設定

【【１１ 物質フロー指標物質フロー指標 】】 【【２２ 取組目標取組目標 】】

①低炭素や自然共生との統合的取組（廃棄物発電やバイオマス利活用）、
②「地域循環圏」の形成推進、③３Ｒに関する国民運動、④グリーン購入

の徹底など循環型社会ビジネスの振興､⑤発生抑制を主眼とした３Ｒの
仕組みの充実､⑥３Ｒの技術とシステムの高度化､⑦情報把握と人材育成

⑧ごみゼロ国際行動計画や東アジア循環型社会ビジョン、資源生産性の向
上等国際的な循環型社会の構築

第２次循環型社会形成推進基本計画の概要
（平成20年３月閣議決定）

第１章 １
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自然との共生を図りながら、人間社会における炭素、水、窒素も含めた物質循環を自然、そして地球
の大きな循環に沿う形で健全なものとし、持続的に成長・発展する社会の実現を図る

持続可能な社会に向けた統合的取組の展開

循環型社会循環型社会
低炭素社会低炭素社会

自然共生社会自然共生社会

温室効果ガス排出量
の大幅削減

自然の恵みの享受と継承

持続可能な社会
３Ｒを通じた資源循環

気候変動と生態系

気候変動とエネルギー・資源

生態系と環境負荷

○循環型社会、低炭素社会の統合的な取組の推進
✓ 廃棄物発電の導入等による熱回収の徹底
✓ 持続的な廃棄物発電のあり方の検討や産業工程から発生する中低温熱の業務施設等での利用促進
✓ バイオマス系循環資源の有効活用

✓環境負荷の低い静脈物流システムの構築

○循環型社会、自然共生社会の統合的な取組の推進
✓ 枯渇性資源の使用量増大の抑制
✓ 住宅をはじめ長期間社会で使用することを推進することにより、自然界からの新たな資源採取を抑制
✓ 生物多様性の保全に配慮した、再生可能な資源の持続可能な利用の推進
✓ 環境保全型農林水産業の促進

循環型社会、低炭素社会、自然共生社会の構築に向けた統合的な取組

持続可能な社会の実現に向け、低炭素社会や自然共生社会に向けた取組と統合して、循環型社会の形成を国内外問わず実現

第２次循環型社会形成推進基本計画より
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物質フロー指標 –第２次循環型社会形成推進基本計画において目標を設定する指標-

最
終
処
分
量

資
源
生
産
性
・
循
環
利
用
率

第２次計画

2000年→2015年
・資源生産性

26万円/ﾄﾝ→42万円/ﾄﾝ
（約６割向上）

・循環利用率
10% → 14～15%

（約４～５割向上）
・最終処分量

5,700万ﾄﾝ→ 2,300万ﾄﾝ
（60%削減）

第１次計画

2000年→2010年
・資源生産性

26万円/ﾄﾝ→ 37万円/ﾄﾝ
（約４割向上）

・循環利用率
10% → 14%

（約４割向上）
・最終処分量

5,700万ﾄﾝ→ 2,800万ﾄﾝ
（50%削減）

第２次循環型社会形成推進基本計画より

3,241万トン 約2,300万トン

● 2005年から
さらに３割
削減の目標

● 2005年から
さらに３割
削減の目標

-70% ●旧計画の目
標

●旧計画の目
標

1990 2005 2015

約2,800万トン

2010

-30%

1億909万トン

5,710万トン

●世界に誇れる最終処分量
の削減を実現！

●世界に誇れる最終処分量
の削減を実現！

2000

基準年 現状 旧計画の目標
年

新計画の目標
年

第１章 １
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■As塊及びCo塊は、ほとんどが再資源化施設で破砕されたのち、建設工事にて「再生
砕石」や「再生As合材用骨材」等として利用されている。
※コンクリート及び鉄からなる建設資材は、破砕することによって容易に鉄を取り出すことができ、建設工事に使用されている

鉄が不要となったものについては有価で引き取られて再生されている。

■建設発生木材は、77％が再資源化施設へ搬入されチップ化。一方で23%が縮減。

特定建設資材廃棄物のリサイクルフロー

①アスファルト・コンクリート塊、コンクリート塊

出典：平成１７年度建設副産物実態調査 （国土交通省）

ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊

再資源化率 (②+⑤)／① = 98.6%

再資源化率 (②+⑤)／① = 98.1%

［うち、現場内利用］
86

⑧再生Ａs合材
4,055

⑦Ａs合材
(新材）

818

最終処分場
再生砕石等

1,060

⑧再生砕石
　　　4,565

⑨鉱さい  543

③再資源化
　 施設へ
　　　3,102

再生ｺﾝｸﾘｰﾄ砂
364

⑦砕石（新材）
13,189

④最終処分 23

④最終処分 40

 1%

1%

②工事間利用
   43(2%)

②工事間利用
　73(2%)

単位：万トン

72%

25%

3%

17%

83%

粒度調整等
714

Ｃo
発生量
　3,301

Ａs
発生量
　2,631

⑥最終処分
20(1%)

⑥最終処分
14(1%)

※四捨五入の関係上、合計があわない場合がある。

現場内利用
785

現場内利用
4

［うち、現場内利用］
24

再資源化施設
As破砕,合材

⑩砕石類
利用量
18,296

⑨Ａs合材
利用量
4,873

Ａｓ用骨材等
2,545

⑤
再資源化
　   2,526
     97%

①
Ａs搬出量

2,606

③再資源化
　 施設へ
　　　2,541

①
Ｃo搬出量
　　3,215

⑤
再資源化
　  3,082
     96%

再資源化施設
Co破砕

77%
③再資源化
　 施設へ
　　　　　363

6% ⑤最終処分 28

再資源化
施設

最終処分 44

3% ②工事間利用　13

65%　⑥再資源化施設後
　　　　　再利用　308

1% ⑩焼却施設後最終処分 7

14%④焼却施設へ 67 焼却施設

13% ⑨焼却施設減量化量 60

2%  ⑧再資源化施設後
　　　　最終処分量 9

再資源化率　 (②＋⑥)
　　　　　       　　  ① ＝68.2%再資源化等率　 (②＋⑥＋⑦＋⑨)

　　　　　　　　       　　 　  ①
＝90.7%

※四捨五入の関係上、合計があわない場合がある。

10%⑦再資源化施設減量化量 45

①
　場外搬出量
　　　　471

単位：万トン

②建設発生木材（伐木材等含む）

第１章 ２.（１）
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■コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊の再資源化施設（破砕施設）は、平成17
年現在で2,531施設。平成12年から平成17年にかけて741施設増加。

■全国に多数の施設が広く分布している（一部離島等を除く）。

平成１２年 平成１７年

施設数：1,790 施設数：2,531

特定建設資材廃棄物の再資源化施設整備状況（1/2）

出典：建設副産物実態調査（国土交通省） ※回答があった施設

①アスファルト・コンクリート塊、コンクリート塊

第１章 ２.（１）
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平成１２年 平成１７年

施設数：238 施設数：913

■建設発生木材の再資源化施設（チップ化施設）は、平成17年現在で913施設。
平成12年から平成17年にかけて675施設増加している。

■周辺に再資源化施設が無い地域が一部残っているが、概ね解消されつつある。

特定建設資材廃棄物の再資源化施設整備状況（2/2）

②建設発生木材（伐木材等含む）

出典：建設副産物実態調査（国土交通省） ※回答があった施設

第１章 ２.（１）
第３章 ２.（３）①
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対象工事届出・通知件数の推移

■届出＋通知件数は、建築物工事で増加、その他工作物工事（土木工事）で減少。

【10条届出】民間工事の発注者又は

自主施工者（工事着手７日前までに）

【11条通知】
国の機関又は地方公共団体（工事着手前）

【合計】：届出＋通知

※H14年度は、平成14年6月～平成15年3月の期間

①
建
築
物
解
体

②
建
築
物
新
築
・増
築

③
そ
の
他
工
作
物

105,309

175,755

187,621

193,565 203,295

188,791

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

H14年度※ H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 H19年度

（件）

5,324
5,909

5,215
4,688

4,709 5,768

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

H14年度※ H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 H19年度

（件）

110,633

181,664
192,836

198,253 208,004

194,559

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

H14年度※ H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 H19年度

（件）

16,007

24,293

25,151

26,626

27,428

22,888

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

H14年度※ H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 H19年度

（件）

4,206
4,624

3,325 3,225

3,039

2,903

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

H14年度※ H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 H19年度

（件）

20,213

28,917

28,476 29,851

30,467

25,791

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

H14年度※ H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 H19年度

（件）

22,822

31,049 32,579
38,514

43,674

45,168

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

H14年度※ H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 H19年度

（件）

150,356 159,477

140,991
128,144

119,211

111,535

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

H14年度※ H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 H19年度

（件）

173,178 190,526

173,570 166,658

162,885

156,703

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

H14年度※ H15年度 H16年度 H17年度 H18年度 H19年度

（件）
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届出・通知件数※1

元請業者数※1

大臣許可
１５％
(81)

県知事許可
７１％
(389)

登録
１１％
(62)

大臣許可
１６％
(61)

県知事許可
７１％
(273)

登録
１０％
(37)

（545件）

（384業者）

自主施工 ２％ (13)

解体工事の元請業者について

■届出・通知に記載のある元請業者数の約９割が建設業許可業者であり、建設リサイク
ル法による登録業者は約１割に過ぎない（Ａ県における調査より）。
■解体工事を請け負うことができる業者の９８％が建設業許可業者である。

Ａ県における
許可・登録業者数

大臣許可※2

２％
(100)

県知事許可※2

９６％
(5,017)

登録
２％
(117)

（5,234業者）（H19.3.31時点）

◎建設リサイクル法の届出・通知（建築物に係る解体工事）の内訳（Ａ県における調査）

※1 調査期間：Ｈ１９．４．１～Ｈ１９．５．３１

※2 大臣許可及び知事許可：土工／建築／とび・土工・コンクリート のいずれかの許可を取得している業者数

全国における許可・登録業者数
(H19.3.31時点)

大臣許可：約２％（7,184）

知事許可：約９５％（313,173）

登録：約２％（7,831）

（合計）328,188業者

注） 四捨五入の関係上、合計値と合わない場合がある。

自主施工 ２％ (13)

（参考）

第１章 ２.（１）
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■登録開始から５年間（～H18.5）：登録業者数は順調に増加
５年経過後（H18.6～）：登録未更新に伴う失効により、登録業者数が一時的に減少

■アンケート調査によると、未更新業者のうち、失効後再登録を行ったものは約2割で、
今後も解体工事業を営む意思のあるものは約4分の1である。

→登録業者の中にも、営業実績や意思のない者が一定割合存在する可能性が高い。

※（算出方法） 登録業者数累計（時点）－登録抹消・取消・失効業者数累計（時点）

解体工事業登録業者数の推移及び分析

不通
38%

過去の営業実績（無）
今後の営業意思（無）

16%

過去の営業実績（有）
今後の営業意思（無）

8%

過去の営業実績（有）
今後の営業意思（有）

5%

再登録済業者
19%

無回答
14%

調査業者数：37業者

今後営業意思の
あるもの ２４％

（１）登録業者数の推移 （２）5年未更新による登録失効業者の内訳
（A県における電話アンケート結果）
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H19.5
7,749

H18.5
8,519

H17.5
7,738
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6,964

H15.5
5,955

H14.5
3,994
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特定建設資材廃棄物の再資源化率等の推移

■特定建設資材の再資源化率は、着実に上昇し平成17年度目標※を達成している。
※建設リサイクル推進計画2002（国土交通省）における目標

○コンクリート塊 ○建設発生木材（伐木材等含む）○アスファルト・コンクリート塊

出典：建設副産物実態調査（国土交通省）
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再資源化
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再資源化 縮減

縮減
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40.3％

82.9％

89.3％

90.7％

H17年度目標（再資源化等率）：90％
H17年度目標（再資源化率）：60％

68.2％

61.1％

38.2％
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建設廃棄物の再資源化率等の推移

出典：建設副産物実態調査（国土交通省）

○建築系廃棄物○建設廃棄物合計 ○土木系廃棄物

再資源化

再資源化

再資源化

再資源化

縮減

縮減
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縮減
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H17年度目標（再資源化等率）：88％
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41.8％

74.0％

86.4％
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H17年度目標（再資源化等率）：88％

再資源化

再資源化

再資源化

再資源化

縮減

縮減
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

H
1
7
年
度

H
1
4
年
度

H
1
2
年
度

H
7
年
度

68.1％

90.6％

94.1％

94.6％

H17年度目標（再資源化等率）：88％

■建設廃棄物の再資源化等率は、着実に上昇し平成17年度目標※を達成している。
※建設リサイクル推進計画2002（国土交通省）における目標

■建設リサイクル法施行後、建築系廃棄物の再資源化等率が高い伸びを示している。
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建設廃棄物の排出量と最終処分量の推移

国土交通省「建設副産物実態調査」による。 環境省「産業廃棄物の排出・処理状況調査」、「産業廃棄物行政組織等調査」による

品目別排出量

品目別最終処分量

産業廃棄物最終処分量と最終処分場の残余容量
アスファルト･
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊
建設発生木材

建設汚泥
建設混合廃棄物

その他

アスファルト･
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊

建設発生木材

建設汚泥
建設混合廃棄物

その他ｺﾝｸﾘｰﾄ塊

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 

H17

H14
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H7

2,606 

2,975 

3,009 

3,565 

3,215 

3,512 

3,527 

3,647 

471 

464 

477 

632 

752 

846 

825 

978 

293 

337 

485 

952 

363 

139 

152 

140 

7,700 

8,273 

8,476 

9,915 

（万トン）
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41 

97 
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600 
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1,285 

4,148 

（万トン）

第１章 ２.（２）

- 2-16 -




